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議案第５６号 

 

珠洲市一般職の任期付職員の採用等に関する条例について 

 

 珠洲市一般職の任期付職員の採用等に関する条例を次のように制定する。 

 

 

    令和６年１２月３日 提出 

 

 

珠洲市長 泉 谷  満 寿 裕  

 

 

   珠洲市一般職の任期付職員の採用等に関する条例 

 

 （趣旨） 

第１条 この条例は、地方公共団体の一般職の任期付職員の採用に関する法律（平成

１４年法律第４８号。以下「法」という。）第３条第１項及び第２項、第４条、第

５条、第６条第２項並びに第７条第１項及び第２項並びに地方公務員法（昭和２５

年法律第２６１号）第２４条第５項の規定に基づき、職員の任期を定めた採用及び

任期を定めて採用された職員の給与の特例に関し必要な事項を定めるものとする。 

 （職員の任期を定めた採用） 

第２条 任命権者は、高度の専門的な知識経験又は優れた識見を有する者をその者が

有する当該高度の専門的な知識経験又は優れた識見を一定の期間活用して遂行する

ことが特に必要とされる業務に従事させる場合には、職員を選考により任期を定め

て採用することができる。 

２ 任命権者は、前項の規定によるほか、専門的な知識経験を有する者を当該専門的

な知識経験が必要とされる業務に従事させる場合において、次の各号に掲げる場合

のいずれかに該当するときであって、当該者を当該業務に期間を限って従事させる

ことが公務の能率的運営を確保するために必要であるときは、職員を選考により任

期を定めて採用することができる。 

(1) 当該専門的な知識経験を有する職員の育成に相当の期間を要するため、当該専

門的な知識経験が必要とされる業務に従事させることが適任と認められる職員を

部内で確保することが一定の期間困難である場合 
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(2) 当該専門的な知識経験が急速に進歩する技術に係るものであることその他当

該専門的な知識経験の性質上、当該専門的な知識経験が必要とされる業務に当該

者が有する当該専門的な知識経験を有効に活用することができる期間が一定の期

間に限られる場合 

(3) 当該専門的な知識経験を有する職員を一定の期間他の業務に従事させる必要

があるため、当該専門的な知識経験が必要とされる業務に従事させることが適任

と認められる職員を部内で確保することが一定の期間困難である場合 

(4) 当該業務が公務外における実務の経験を通じて得られる最新の専門的な知識

経験を必要とするものであることにより、当該業務に当該者が有する当該専門的

な知識経験を有効に活用することができる期間が一定の期間に限られる場合 

第３条 任命権者は、職員を次の各号に掲げる業務のいずれかに期間を限って従事さ

せることが公務の能率的運営を確保するために必要である場合には、職員を任期を

定めて採用することができる。 

(1) 一定の期間内に終了することが見込まれる業務 

(2) 一定の期間内に限り業務量の増加が見込まれる業務 

２ 任命権者は、法律により任期を定めて任用される職員以外の職員を前項各号に掲

げる業務のいずれかに係る職に任用する場合において、職員を当該業務以外の業務

に期間を限って従事させることが公務の能率的運営を確保するために必要であると

きは、職員を任期を定めて採用することができる。 

 （短時間勤務職員の任期を定めた採用） 

第４条 任命権者は、短時間勤務職員を前条第１項各号に掲げる業務のいずれかに従

事させることが公務の能率的運営を確保するために必要である場合には、短時間勤

務職員を任期を定めて採用することができる。 

２ 任命権者は、前項の規定によるほか、市民に対して職員により直接提供されるサ

ービスについて、その提供時間を延長し、若しくは繁忙時における提供体制を充実

し、又はその延長した提供時間若しくは充実した提供体制を維持する必要がある場

合において、短時間勤務職員を当該サービスに係る業務に従事させることが公務の

能率的運営を確保するために必要であるときは、短時間勤務職員を任期を定めて採

用することができる。 

３ 任命権者は、前２項の規定によるほか、職員が次に掲げる承認（企業職員（地方

公営企業法（昭和２７年法律第２９２号）第１５条第１項に規定する企業職員をい

う。以下同じ。）にあっては、これに相当する承認その他の処分）を受けて勤務し

ない時間について短時間勤務職員を当該職員の業務に従事させることが当該業務を

処理するため適当であると認める場合には、短時間勤務職員を任期を定めて採用す
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ることができる。 

(1) 地方公務員法第２６条の２第１項又は第２６条の３第１項の規定による承認 

(2) 職員の勤務時間、休暇等に関する条例（平成７年珠洲市条例第２号。以下「勤

務時間条例」という。）第１５条の規定による介護休暇の承認 

(3) 地方公務員の育児休業等に関する法律（平成３年法律第１１０号）第１９条第

１項の規定による承認 

 （任期の特例） 

第５条 法第６条第２項の条例で定める場合は、次に掲げる場合とする。 

(1) 第３条第１項第１号に掲げる業務の終了の時期が当初の見込みを超えて更に

一定の期間延期された場合その他やむを得ない事情により同条又は前条の規定に

より任期を定めて採用された職員又は短時間勤務職員の任期を延長することが必

要な場合で第３条又は前条の規定により任期を定めて採用した趣旨に反しないと

き。 

(2) 珠洲市復興計画に基づき令和１１年度までに期間を限定して実施する復興業

務に従事させる場合 

 （任期の更新） 

第６条 任命権者は、第２条から第４条までの規定により任期を定めて採用された職

員の任期を更新する場合には、当該職員の同意を得なければならない。 

 （給与に関する特例） 

第７条 第２条第１項の規定により任期を定めて採用された職員（企業職員である職

員を除く。以下「特定任期付職員」という。）には、別表に定める給料表を適用す

る。 

２ 任命権者は、特定任期付職員の号給を、特定任期付職員が従事する職務に応じて

規則で定める基準に従い決定する。 

３ 任命権者は、特定任期付職員のうち、特に顕著な業績を挙げたと認められる職員

には、規則で定めるところにより、その給料月額に相当する額を特定任期付職員業

績手当として支給することができる。 

４ 一般職の職員の給与に関する条例（昭和３２年珠洲市条例第２１号。以下「給与

条例」という。）第３条、第４条、第７条から第１０条の２まで及び第２０条の規

定は、特定任期付職員には適用しない。 

５ 特定任期付職員に対する給与条例第１８条の２第１項及び第２項並びに第１９条

第２項の規定の適用については、給与条例第１８条の２第１項中「占める職員」と

あるのは「占める職員及び珠洲市一般職の任期付職員の採用等に関する条例（令和

６年珠洲市条例第●号）第７条第１項の給料表の適用を受ける職員（以下「管理職
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員等」という。）」と、同条第２項中「管理職員」とあるのは「管理職員等」と、

給与条例第１９条第２項中「１００分の１２２．５」とあるのは「１００分の１７

０」とする。 

 （委任） 

第８条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。 

   附 則 

 （施行期日） 

１ この条例は、令和７年１月１日から施行する。 

 （一般職の職員の給与に関する条例の一部改正） 

２ 一般職の職員の給与に関する条例（昭和３２年珠洲市条例第２１号）の一部を次

のように改正する。 

第４条の見出しを削り、同条の前に見出しとして「（初任給、昇格及び昇給の基

準）」を付し、同条の次に次の１条を加える。 

第４条の２ 珠洲市一般職の任期付職員の採用等に関する条例（令和６年珠洲市条

例第●号）第４条の規定により任期を定めて採用された短時間勤務職員（以下「任

期付短時間勤務職員」という。）の給料月額は、同条例第３条の規定により任期

を定めて採用された職員の給料月額に、勤務時間等条例第２条第４項の規定によ

り定められた当該任期付短時間勤務職員の勤務時間を同条第１項に規定する勤務

時間で除して得た数を乗じて得た額とする。 

第１１条第２項第２号及び第１４条第３項中「定年前再任用短時間勤務職員」の

次に「及び任期付短時間勤務職員」を加える。 

第２２条の２に次の１項を加える。 

２ 第９条から第１０条の２までの規定は、任期付短時間勤務職員には適用しない。 

 （企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部改正） 

３ 企業職員の給与の種類及び基準に関する条例（昭和４１年珠洲市条例第２９号）

の一部を次のように改正する。 

第２条第３項中「及び退職手当」を「、特定任期付職員業績手当及び退職手当」

に改める。 

第１４条の次に次の１条を加える。 

（特定任期付職員業績手当） 

第１４条の２ 特定任期付職員業績手当は、珠洲市一般職の任期付職員の採用等に

関する条例（令和６年珠洲市条例第●号）第２条第１項の規定により任期を定め

て採用された職員（以下「特定任期付職員」という。）のうち、特に顕著な業績

を挙げたと認められる職員に対して支給する。 
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第１９条の次に次の１条を加える。 

（特定任期付職員についての適用除外） 

第２０条 第４条、第５条、第７条、第９条、第１０条第２項、第１１条及び第１

４条の規定は、特定任期付職員には適用しない。 

 （職員の育児休業等に関する条例の一部改正） 

４ 職員の育児休業等に関する条例（平成４年珠洲市条例第２号）の一部を次のよう

に改正する。 

第２条第２号を次のように改める。 

(2) 珠洲市一般職の任期付職員の採用等に関する条例（令和６年珠洲市条例第●

号）第４条第３項の規定により任期を定めて採用された短時間勤務職員 

 （職員の勤務時間、休暇等に関する条例の一部改正） 

５ 職員の勤務時間、休暇等に関する条例（平成７年珠洲市条例第２号）の一部を次

のように改正する。 

第２条第４項中「第１８条第１項」の次に「又は地方公共団体の一般職の任期付

職員の採用に関する法律（平成１４年法律第４８号）第５条」を、「職員」の次に

「（以下「任期付短時間勤務職員」という。）」を加える。 

第３条第１項ただし書及び第２項ただし書中「定年前再任用短時間勤務職員」の

次に「及び任期付短時間勤務職員」を加える。 

第４条第２項中「、定年前再任用短時間勤務職員」の次に「及び任期付短時間勤

務職員」を加え、同項ただし書中「及び定年前再任用短時間勤務職員」を「、定年

前再任用短時間勤務職員及び任期付短時間勤務職員」に改める。 

第１２条第１項第１号中「及び定年前再任用短時間勤務職員」を「、定年前再任

用短時間勤務職員及び任期付短時間勤務職員」に改める。 

別表（第７条関係） 

号給 給料月額 

１ ３８０，０００円

２ ４２７，０００円

３ ４７７，０００円

４ ５３９，０００円

５ ６１５，０００円

 

提案理由    本市の復興に向けて必要な人材を確保するため、地方公共団体の一

般職の任期付職員の採用に関する法律の規定に基づき、所要の整備を

図るもの。 
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議案第５７号  

 

   珠洲市病院事業の設置及び管理に関する条例の一部を改正する条例について  

 

 珠洲市病院事業の設置及び管理に関する条例の一部を改正する条例を次のように制

定する。 

 

 

    令和６年１２月３日提出 

 

 

珠洲市長 泉 谷  満 寿 裕  

 

 

   珠洲市病院事業の設置及び管理に関する条例の一部を改正する条例  

 

 珠洲市病院事業の設置及び管理に関する条例（昭和６２年珠洲市条例第１８号）の

一部を次のように改正する。 

 第２条第３項の表病院の項中「精神科」の次に「、歯科口腔外科」を加え、「１５６

床」を「１０８床」に改める。 

 別表文書料の項を次のように改める。 

文書料 １ 一般診断書   

(1) 病院の書式によるもの 
日本語書式 1 通につき １，６５０円 

外国語書式 1 通につき ４，４００円 

 (2) その他の書式によるもの 1 通につき ２，２００円 

２ 健康診断書  

 (1) 就職・入学時等の健康診断書 1 通につき ２，２００円 

 (2) 各種免許申請時の健康証明診断書 1 通につき ２，２００円 

３ 死亡診断書 1 通につき ５，５００円 

４ 死体検案書 1 通につき １１，０００円 

５ 生命保険の診断書及び証明書等  
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 (1) 一般的なもの 1 通につき ５，５００円 

 (2) 経過その他の詳細な項目のあるもの 1 通につき １１，０００円 

６ 租税の減免・控除のための証明書等 1 通につき １，１００円 

７ 児童生徒の学校等提出証明書 1 通につき    ５５０円 

８ 指定難病臨床調査個人票 1 通につき ３，３００円 

９ 身体障害者の資格決定診断書 1 通につき ５，５００円 

１０ 精神障害者の資格決定診断書 1 通につき １１，０００円 

１１ 各種年金の障害認定診断書 1 通につき １１，０００円 

１２ 自立支援医療の支給認定に要する 

意見書及び診断書 
 

(1)  更生医療用(継続して受ける場合は無料) 1 通につき ５，５００円 

(2) 精神科通院医療用 1 通につき ２，２００円 

１３ 診療費の納入に係る証明書 1 通につき    ３３０円 

１４ 上記以外の診断書及び証明書 
診断書 1 通につき ５，５００円 

証明書 1 通につき ２，２００円 

 別表特別施設使用料の項中「、２６２」、「、２５８、２６０、２６３、２７０、

２７１、２７２、２７３」及び「、２５１、２５２」を削る。 

   附 則 

 この条例は、令和７年１月１日から施行する。 

 

 

 

提案理由    令和６年能登半島地震の影響を鑑み、一般病床を削減し、歯科口腔

外科を開設するほか、文書料を見直すため、所要となる規定を改正す

るもの。 
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議案第５８号  

 

   一般職の職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例について  

 

 一般職の職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例を次のように制定する。 

 

 

    令和６年１２月３日提出 

 

 

珠洲市長 泉 谷  満 寿 裕  

 

 

   一般職の職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例 

 

 （一般職の職員の給与に関する条例の一部改正） 

第１条 一般職の職員の給与に関する条例（昭和３２年珠洲市条例第２１号）の一部

を次のように改正する。  

  別表第３中 

「 １級 管理栄養士、診療放射線技師、診療エックス線技師、臨床検査技

師、臨床工学技士、理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士の職

務 

」を 

２級 １ 薬剤師又は獣医師の職務 

２ 困難な業務を行う管理栄養士、診療放射線技師、診療エック

ス線技師、臨床検査技師、臨床工学技士、理学療法士、作業療

法士又は言語聴覚士の職務 

３級 １ 困難な業務を行う薬剤師又は獣医師の職務 

２ 相当困難な業務を行う管理栄養士、診療放射線技師、診療エ

ックス線技師、臨床検査技師、臨床工学技士、理学療法士、作

業療法士又は言語聴覚士の職務 
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「 １級 管理栄養士、診療放射線技師、臨床検査技師、臨床工学技士、理

学療法士、作業療法士、言語聴覚士、歯科衛生士又は歯科技工士

（以下この表において「医療技術者等」という。）の職務 

」に 

２級 １ 薬剤師又は獣医師の職務 

２ 困難な業務を行う医療技術者等の職務 

３級 １ 困難な業務を行う薬剤師又は獣医師の職務 

２ 相当困難な業務を行う医療技術者等の職務 

改める。 

 （珠洲市職員の定年等に関する条例の一部改正） 

第２条 珠洲市職員の定年等に関する条例（昭和５９年珠洲市条例第１５号）の一部

を次のように改正する。  

  第６条中「医師」の次に「及び歯科医師」を加える。  

 （職員の特殊勤務手当に関する条例の一部改正） 

第３条 職員の特殊勤務手当に関する条例（昭和３２年珠洲市条例第２２号）の一部

を次のように改正する。  

  第５条第１項中「従事した医師」の次に「若しくは歯科医師」を、「従事する医師」

の次に「、歯科医師」を加え、同条第２項に次の１号を加える。 

  (8) 歯科管理手当 入院患者の歯科に係る診療報酬を算定した場合に１件につ

き１００分の１０に相当する額を支給する（入院中の外来受診を除く。）。 

 （珠洲市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例の一部改正） 

第４条 珠洲市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例（令和元年珠洲市

条例第６号）の一部を次のように改正する。  

  別表（２）医療職給料表（２）等級別基準職務表１級の項中「又は言語聴覚士」

を「、言語聴覚士、歯科衛生士又は歯科技工士（以下この表において「医療技術者

等」という。）」に改め、同表２級の項中「管理栄養士、診療放射線技師、臨床検査

技師、臨床工学技士、理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士」を「医療技術者等」

に改める。 

附 則 

 この条例は、令和７年１月１日から施行する。 
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提案理由    珠洲市総合病院における歯科口腔外科の開設に伴い、歯科衛生士及

び歯科技工士における標準的な職務の内容を規定し、歯科医師に係る

特殊勤務手当を新たに設けるほか、所要となる規定を改正するもの。 
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議案第５９号 

 

珠洲市職員退職手当条例の一部を改正する条例について 

 

 珠洲市職員退職手当条例の一部を改正する条例を次のように制定する。 

 

 

    令和６年１２月３日 提出 

 

 

珠洲市長 泉 谷  満 寿 裕  

 

 

   珠洲市職員退職手当条例の一部を改正する条例 

 

 珠洲市職員退職手当条例（昭和３８年珠洲市条例第２９号）の一部を次のように改

正する。 

 第１４条第１１項第４号中「職業」を「安定した職業」に、「もの」を「者」に、「第

５６条の２」を「第５６条の３」に改め、同条第１４項中「次の各号に掲げる退職手

当ごとに、当該各号に定める」を「雇用保険法第５６条の３第１項第１号に該当する

者に係る就業促進手当について同条第４項の規定により基本手当を支給したものとみ

なされる日数に相当する」に改め、各号を削る。 

 附則第９項中「附則別表第１」を「附則別表」に改める。 

 附則第１０項中「第３５条」を「第３５条の２」に改める。 

 附則第１２項中「令和７年３月３１日」を「令和９年３月３１日」に改める。 

   附 則 

 （施行期日） 

１ この条例は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める日から施

行する。 

 (1) 附則第９項及び第１０項の改正規定 公布の日 

 (2) 第１４条第１１項第４号及び第１４項並びに附則第１２項の改正規定並びに

次項の規定 令和７年４月１日 

 （経過措置） 

２ この条例による改正後の珠洲市職員退職手当条例第１４条第１１項（第４号に係

る部分に限り、同条第１５項において準用する場合を含む。）の規定は、退職職員

（退職した珠洲市職員退職手当条例第２条第１項に規定する職員（同条第２項の規
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定により職員とみなされる者を含む。）をいう。以下この項において同じ。）であ

つて前項第２号に定める日（以下この項において「施行日」という。）以後に安定

した職業に就いた者について適用し、退職職員であつて施行日前に職業に就いた者

に対する就業促進手当に相当する退職手当の支給については、なお従前の例による。 

 

 

 

提案理由    雇用保険法等の一部を改正する法律の公布等に伴い、所要となる規

定を改正するもの。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


